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市
･
都
民
税
、
所
得
税
、
事
業

税
の
申
告
書
の
受
付
期
間
は
、
２

月　

日
〜
３
月　

日
、
住
宅
借
入

１８

１７

金
等
特
別
税
額
控
除
（
町
田
市
へ

申
告
す
る
場
合
）
の
受
付
期
間

は
、
２
月
１
日
〜
３
月　

日
で
す

１７

（
郵
送
可
）
。
申
告
は
お
早
め
に

お
願
い
し
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
･
都
民

税
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
に
つ
い
て
は
市
役
所
市
民
税
課

（
11
７
２
４
・
２
１
１
４
、
２
１

１
７
）
、
所
得
税
・
贈
与
税
・
消

費
税
に
つ
い
て
は
町
田
税
務
署

（
11
７
２
８
・
７
２
１
１
）
、
事

業
税
に
つ
い
て
は
八
王
子
都
税
事

務
所
個
人
事
業
税
係
（
11
０
４
２

・
６
４
４
・
１
１
１
１
）
へ
。

市
・
都
民
税
の
申
告

　

地
方
税
法
等
の
改
正
に
よ
り
、

平
成　

年
度
に
実
施
さ
れ
る
主
な

２０

改
正
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

①
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

（
市
・
都
民
税
に
お
け
る
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
）
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。

②
損
害
保
険
料
控
除
が
改
組
さ

れ
、
地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

③　

歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た

６５
非
課
税
措
置
廃
止
に
伴
う
経
過
措

置
が
終
了
し
ま
し
た
。

④
税
源
移
譲
時
の
年
度
間
の
所
得

変
動
に
係
る
経
過
措
置
が
あ
り
ま

す
。

市
･
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

○
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
町

２０

田
市
に
住
所
が
あ
る
方

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は

申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

②
給
与
所
得
の
み
、
も
し
く
は
公

的
年
金
に
係
る
所
得
の
み
の
方

で
、
給
与
の
支
払
い
先
、
も
し
く

は
社
会
保
険
庁
等
か
ら
市
役
所
へ

支
払
い
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
方

（
社
会
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控

除
な
ど
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方
は
申
告
が
必
要
で
す
）

○
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２０

内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
家
屋
敷

を
有
す
る
方
で
市
内
に
住
ん
で
い

な
い
方

市
・
都
民
税
の
申
告
書
の
送
付

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
は
①
昨

年
申
告
書
を
提
出
し
た
方
②　

歳
６５

以
上
で
昨
年
課
税
さ
れ
た
方
な
ど

に
、
２
月
７
日
ご
ろ
発
送
す
る
予

定
で
す
。
市
･
都
民
税
の
申
告
書

が
送
ら
れ
た
方
で
、
病
気
･
失
業

な
ど
で
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ

た
方
も
、
そ
の
旨
を
具
体
的
に
記

入
し
て
提
出
し
て
下
さ
い
。
申
告

書
が
届
か
な
か
っ
た
方
は
、
市
民

税
課
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

市
･
都
民
税
申
告
の
受
付

○
市
･
都
民
税
の
申
告
書
の
受
付

＝
２
月　

日
〜
３
月　

日
（
表
１

１８

１７

及
び
表
３
参
照
）

○
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

の
申
告
を
さ
れ
る
方
の
う
ち
、
所

得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
な
い
方

の
受
付
＝
２
月
１
日
〜
３
月　

日
１７

（
表
２
及
び
表
３
参
照
）

　

な
お
、
２
月　

日
と
３
月
２
日

２４
の
日
曜
日
も
市

役
所
本
庁
舎
１

階
市
民
フ
ロ
ア

で
受
付
を
行
い

ま
す
。

申
告
に
持
参
し

て
い
た
だ
く
も

の
　

市
･
都
民
税

の
申
告
に
持
参

し
て
い
た
だ
く

も
の
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

①
申
告
書
（
会

場
で
も
お
渡
し

で
き
ま
す
）
②

表１　市・都民税申告書本庁舎受付日程
受付時間開催場所開催日

〇午前の部　９：００～１１：３０
〇午後の部　１：００～４：００

町田市役所本庁舎１階
市民フロア

２月１８日（月）
～３月１７日（月）
※土・日曜日を除く。ただし、２月２４日（日）と３月２日（日）は
受付を行います。　※昼休みは受付をしていません。

申
告
準
備
は
お
早
め
に
！

　

交
通
災
害
共
済
「
ち
ょ
こ
っ
と

共
済
」
は
、
交
通
事
故
に
あ
っ
た

時
に
見
舞
金
を
受
け
ら
れ
る
助
け

合
い
の
制
度
で
す
。
平
成　

年
度

２０

の
申
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
こ
の
機
会
に
加
入
を
お
勧

め
し
ま
す
。

○
会
費
は
選
べ
る
２
コ
ー
ス
制

Ａ
コ
ー
ス
＝
年
額
１
０
０
０
円
、

見
舞
金
３
万
円
〜
３
０
０
万
円
、

Ｂ
コ
ー
ス
＝
年
額
５
０
０
円
、
見

舞
金
２
万
円
〜
１
５
０
万
円

○
加
入
で
き
る
方　

①
町
田
市
に

住
民
登
録
、
外
国
人
登
録
の
あ
る

方
②
①
の
方
と
生
計
が
同
じ
で
、

就
学
の
た
め
に
町
田
市
外
に
転
出

し
て
い
る
方

○
申
込
み
場
所　

市
内
の
金
融
機

関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
中
央
労
働

金
庫
・
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
・

山
梨
中
央
銀
行
を
除
く
）
、
農

協
、
交
通
安
全
課
（
市
役
所
中
町

第
二
庁
舎
２
階
）
、
市
民
課
（
市

役
所
本
庁
舎
）
、
南
・
な
る
せ
駅

前
・
鶴
川
・
忠
生
・
堺
・
小
山
の

各
市
民
セ
ン
タ
ー

○
共
済
期
間　

４
月
１
日
〜
２
０

０
９
年
３
月　

日
（
４
月
１
日
以

３１

降
に
お
申
込
み
の
場
合
、
申
込
み

の
翌
日
か
ら
に
な
り
ま
す
）

○
団
体
加
入　

自
治
会
や
ク
ラ
ブ

ご
と
に
連
名
で
申
し
込
み
が
で
き

ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

○
交
通
遺
児
年
金　

死
亡
事
故
に

あ
っ
た
会
員
に
遺
児
が
あ
る
場

合
、
中
学
終
了
年
限
に
達
す
る
ま

で
遺
児
１
人
に
年
額
９
万
円
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

○
特
別
加
入　

次
の
方
は
市
費
負

担
で
Ｂ
コ
ー
ス
に
自
動
的
に
加
入

し
ま
す
。

・
消
防
団
員
、
町
田
交
通
安
全
協

会
役
員
、
町
田
地
域
交
通
安
全
活

動
推
進
委
員
、
町
田
防
犯
協
会
役

員□問
 

交
通
安
全
課
11
７
２
４
・
１
１

３
６

印
鑑
③
収
入
が
あ
っ
た
方
は
、
収

入
の
内
訳
を
証
明
で
き
る
資
料

（
源
泉
徴
収
票
等
）
④
所
得
控
除

の
資
料
等
（
前
年
中
に
支
払
っ
た

社
会
保
険
料
の
領
収
書
や
国
民
年

金
保
険
料
、
生
命
保
険
料
・
地
震

保
険
料
の
控
除
証
明
書
、
医
療
費

の
領
収
書
等
）
。

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

の
申
告
に
持
参
し
て
い
た
だ
く
も

の
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
申
告
書
（
会
場
で
も
お
渡
し
で

き
ま
す
）
②
平
成　

年
分
給
与
所

１９

得
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
。
な

お
、
申
告
に
あ
た
り
、
住
宅
借
入

金
等
の
年
末
残
高
合
計
額
の
ご
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
は
期
限
内
に
！

　

期
限
内
に
申
告
を
さ
れ
な
い

と
、
納
付
回
数
が
少
な
く
な
り
、

１
回
あ
た
り
の
納
付
金
額
が
多
く

な
っ
た
り
、
ま
た
、
申
告
が
な
い

場
合
は
、
各
種
手
当
・
補
助
金
や

公
営
住
宅
入
居
・
老
人
医
療
証
な

ど
の
申
請
に
必
要
な
市
・
都
民
税

の
課
税
・
非
課
税
証
明
書
等
の
交

付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

所
得
税
の
確
定
申
告

確
定
申
告
が
必
要
な
方

　

主
に
次
の
よ
う
な
方
は
、
確
定

申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

１　

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
り
、
各
種
所
得
金
額
の
合

計
額
が
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控

除
、
基
礎
控
除
な
ど
の
所
得
控
除

の
合
計
額
を
超
え
る
方
。

２　

給
与
所
得
者
で
①
給
与
の
年

間
収
入
金
額
が
２
０
０
０
万
円
を

超
え
る
方
②
給
与
所
得
以
外
の
所

得
金
額
の
合
計
額
が　

万
円
を
超

２０

え
る
方
③
２
か
所
以
上
か
ら
給
与

な
ど
の
支
払
を
受
け
て
い
る
方
。

３　

土
地
や
建
物
、
ゴ
ル
フ
会
員

権
な
ど
の
資
産
を
売
却
し
た
方
。

還
付
申
告
が
で
き
る
方

　

一
般
に
給
与
所
得
者
は
、
年
末

調
整
に
よ
っ
て
所
得
税
が
精
算
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
昨
年
中

に
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
で
取
得

し
た
、
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ

た
、
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
、
な

ど
の
場
合
に
は
、
確
定
申
告
に
よ

り
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
中
途
退
職
等
に
よ
り
年
末
調
整

を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
確
定
申

告
に
よ
り
所
得
税
の
精
算
が
で
き

ま
す
。

贈
与
税
の
申
告

　

平
成　

年
中
に
、
個
人
か
ら
土

１９

地
、
建
物
、
現
金
、
預
貯
金
、
株

式
、
債
券
等
の
財
産
の
贈
与
を
受

け
た
方
で
、
贈
与
を
受
け
た
財
産

の
合
計
額
が
１
１
０
万
円
を
超
え

る
方
は
、
贈
与
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。消

費
税
の
確
定
申
告

　

平
成　

年
分
の
課
税
売
上
高
が

１７

１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
個
人
事

業
者
の
方
は
、
平
成　

年
分
の
消

１９

費
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

提
出
及
び
納
付
の
期
限

申
告
書
は
ご
自
分
で
書
い
て
提
出

は
お
早
め
に

　

平
成　

年
分
の
申
告
書
の
提
出

１９

及
び
納
付
の
期
限
は
、
所
得
税
・

贈
与
税
が
３
月　

日
、
個
人
事
業

１７

者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は

３
月　

日
ま
で
で
す
。

３１

　

納
税
は
、
最
寄
り
の
金
融
機
関

を
ご
利
用
下
さ
い
。
ま
た
、
所
得

税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
の
納
税
に
は
、
口
座

振
替
を
ご
利
用
下
さ
い
。

申
告
書
の
作
成
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
！h

ttp
://w
w
w
.n
ta
.

g
o
.jp

　
　
　
　

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

所
得
税
・
消
費
税
等
の
確
定
申
告

書
、
贈
与
税
の
申
告
書
を
作
成
で

き
る
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
下
さ
い
。
税
務
書
類
の
作
成
を

依
頼
す
る
場
合
は
、
「
税
理
士
」

に
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。
ニ
セ
税
理

士
に
は
ご
注
意
下
さ
い
。

所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の
申

告
書
の
作
成
・
提
出
会
場
は
「
ぽ

っ
ぽ
町
田
」
で
す

○
設
置
期
間　

２
月
１
日
〜
３
月

　

日
の
平
日
お
よ
び
２
月　

日
と

１７

２４

３
月
２
日
の
日
曜
日

○
開
設
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後

５
時
（
混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め

に
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

○
所
在
地　

原
町
田
４－

　

－

　
１０

２０

（
Ｊ
Ｒ
横
浜
線
・
小
田
急
線
町
田

駅
か
ら
徒
歩
５
分
）

※
駐
車
場
は
有
料
で
す
。

※
前
記
の
期
間
中
、
町
田
税
務
署

の
庁
舎
内
に
は
、
申
告
書
の
作
成

会
場
は
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

所
得
税
申
告
書
等
の
提
出

１　

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム
（
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
）
を
利
用
す

る
と
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
送
信
（
提
出
）

で
き
ま
す
。
利
用
手
続
き
は
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
:

/
/
w
w
w
.e
－
ta
x
.n
ta
.g
o
.jp

）

を
ご
覧
下
さ
い
。

２　

申
告
書
は
郵
便
ま
た
は
信
書

便
で
も
提
出
で
き
ま
す
。
な
お
、

申
告
書
控
に
収
受
印
が
必
要
な
方

は
、
切
手
を
張
っ
た
返
信
用
封
筒

を
同
封
し
て
下
さ
い
。

○
あ
て
先　

〒　

－

８
５
６
７
、

１９４

中
町
３－

３－

６
、
町
田
税
務
署

３　

所
得
税
確
定
申
告
書
（
作
成

済
の
も
の
に
限
り
ま
す
）
は
、
市

役
所
１
階
市
民
フ
ロ
ア
ー
の
「
市

･
都
民
税
申
告
受
付
会
場
」
で
も

受
け
付
け
ま
す
。
ま
た
、
南
・
な

る
せ
駅
前
・
鶴
川
・
忠
生
・
堺
・

小
山
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
も
、
試
行
的
に
、
２
月　

日
か

１８

ら
３
月　

日
の
間
、
所
得
税
の
確

１７

定
申
告
書
（
作
成
済
で
封
筒
に
入

っ
た
も
の
に
限
り
ま
す
）
を
受
け

付
け
ま
す
。

　

確
定
申
告
の
時
期
に
あ
わ
せ
、

下
記
の
日
程
で
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
の
交
付
及
び
電
子
証
明
書
の

発
行
を
行
い
ま
す
。

○
日
時　

２
月　

日
（
土
）
、　

１６

２３

日
（
土
）
午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

○
場
所　

市
民
課
（
市
役
所
本
庁

舎
１
階
）

○
内
容　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
交
付
及
び
電
子
証
明
書
の
発
行

※
住
民
票
・
戸
籍
等
の
証
明
書
の

発
行
及
び
住
民
異
動
届
の
受
付
は

で
き
ま
せ
ん
。

□問
 

市
民
課
11
７
２
４
・
２
１
２
３

市
･
都
民
税
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
、

所
得
税
、
贈
与
税
、
消
費
税
、
事
業
税

　　１６日（土）
２月
２３日（土）

電子証明書
を

発行します

表３　市・都民税申告書、住宅借入金等特別税額控除申告
　　　書の出張受付日程

受付時間会　場開催日

〇午前の部 
　９：３０～１１：００ 
〇午後の部 
　１：００～３：３０

※昼休みは受付をして
いません。

小山市民センターホール２月１９日（火）
南市民センターホール２月２０日（水）
忠生市民センターホール２月２１日（木）
堺市民センターホール２月２２日（金）

鶴川市民センターホール
２月２６日（火）
２月２７日（水）

なるせ駅前市民センターホール２月２８日（木）
「注意事項」
（１）当日は混雑が予想されますので、時間に余裕を持っておいで下さい。
（２）ご来場の際には、印鑑・所得の証明ができるもの・社会保険

料等の資料をお持ち下さい。
（３）会場には駐車場の用意がありませんので、お車での来場はご遠慮下さい。

表２　住宅借入金等特別税額控除申告書本庁舎受付日程

受付時間開催場所開催日
〇午前の部　９：００～１１：３０
〇午後の部　１：００～４：００

町田市役所本庁舎１階 
市民フロア

２月１日（金）
～３月１７日（月）
※土・日曜日を除く。ただし、２月２４日（日）と３月２日（日）は
受付を行います。　※昼休みは受付をしていません。　※２月８
日（金）は町田市役所地下１階特別会議室（小）で受付します。

申
告
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

電
話
番
号
を
忘
れ
ず
に
！


